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峨
山
禅
師
の
六
百
五
十
回
御
遠
忌
の
機
会
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
私
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
、
近

世
に
於
い
て
峨
山
派
が
教
線
を
拡
大
さ
せ
た
理
由
に
つ
い
て
で
す
。
理
由
と
し
て
は
大
別
す
る
と
二
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
第
一
は
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
總
持
寺
が
全
国
に
僧
録
寺
院
を
五
十
六
ヵ
寺
決
め
ま
す
が
、
そ
の
全
て
が
總
持
寺
末
寺
で
し
た
。

つ
ま
り
峨
山
派
で
す
。
新
し
く
寺
院
を
創
設
す
る
と
き
は
町
村
役
人
が
地
方
僧
録
寺
院
に
申
請
し
、
中
本
寺
を
決
め
て
も
ら
い
、
僧
侶
を

派
遣
し
て
も
ら
え
ば
寺
の
新
設
が
可
能
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
僧
録
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
ま
し
た
。

　
第
二
は
、
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
幕
府
が
寺
社
奉
行
を
設
置
し
、
仏
教
各
宗
派
に
幕
府
と
の
窓
口
と
し
て
、
江
戸
及
び
そ
の
近
郊

に
あ
る
有
力
寺
院
を
触
頭
寺
院
と
し
て
任
命
し
た
こ
と
で
す
。
曹
洞
宗
の
場
合
は
関
三
刹
（
武
蔵
国
龍
穏
寺
・
下
野
国
大
中
寺
・
下
総
国

總
寧
寺
）
が
触
頭
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
三
ヵ
寺
と
も
總
持
寺
の
末
寺
で
、
五
院
で
い
え
ば
妙
高
庵
の
末
寺
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

何
れ
も
峨
山
派
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
峨
山
派
が
曹
洞
宗
の
政
治
的
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
を
み
て
み
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
は
近
世
に
お
い
て
は
転
衣
事
件
か
ら
出
発
し
た
と
い
え
ま
す
。

　
　
転
衣
事
件

　
こ
の
事
件
は
大
本
山
永
平
寺
発
刊
の
『
永
平
寺
史
』
や
『
永
平
寺
史
料
全
書
』
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
に
永
平
寺
住
職
祚
天
と
大
中
寺
住
職
松
薫
が
幕
府
の
命
令
で
あ
る
と
し
て
、
東
北
地
方
の
三
十
四
ヵ
寺
の
僧

侶
が
總
持
寺
で
取
得
し
た
転
衣
は
無
効
で
あ
る
と
言
い
、
衣
を
剥
ぎ
取
り
、
大
中
寺
の
蔵
に
納
め
た
こ
と
か
ら
事
件
は
始
ま
り
ま
し
た
。
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衣
を
剥
ぎ
取
っ
た
理
由
は
「
總
持
寺
で
取
得
し
た
転
衣
は
無
効
で
あ
り
、
大
中
寺
の
推
挙
で
改
め
て
永
平
寺
で
転
衣
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
し
ま
し
た
。「
幕
府
の
老
中
の
布
達
と
寺
社
伝
奏
勧
修
寺
家
の
添
書
き
」
を
使
僧
に
持
た
せ
回
国
さ
せ
た
結
果
で
し
た
。

　
転
衣
は
法
律
的
に
言
え
ば
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
徳
川
家
康
が
永
平
寺
と
總
持
寺
に
対
し
て
出
し
た
寺
院
法
度
の
中
の
一
ヵ
条
で
つ

ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
ま
す
。
文
言
は
永
平
寺
・
總
持
寺
と
も
に
共
通
し
て
い
ま
す
が
、

二
十
年
の
修
行
を
遂
げ
、
江
湖
頭
を
い
た
し
、
五
年
僧
を
経
て
、
転
衣
の
望
み
あ
ら
ば
、
嗣
法
師
の
推
挙
状
を
持
っ
て
、
登
山
い
た
し
、

申
し
理
わ
る
べ
し
、
当
寺
（
永
平
寺
か
總
持
寺
）
よ
り
伝
奏
に
つ
い
て
、
綸
旨
を
申
し
降
し
、
そ
の
う
え
を
も
っ
て
出
世
転
衣
披
露
あ

る
べ
し
、
出
世
の
戒
臈
は
綸
旨
の
日
付
次
第
の
事
（「
御
当
家
令
條
」『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
）

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
史
料
を
見
る
限
り
で
は
永
平
寺
の
み
が
転
衣
を
発
給
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
近
世
の
曹
洞
宗
僧
侶
の
出
家
の
年
齢
は
概
ね
十
六
歳
で
す
。
出
家
後
二
十
年
修
行
し
、
江
湖
頭
に
な
り
、
そ
の
後
五
年
修
行
し
て
転
衣

取
得
の
資
格
を
得
ま
す
。
一
般
的
に
は
四
十
一
歳
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
嗣
法
師
の
推
挙
状
を
持
っ
て
本
山
に
の
ぼ
り
、
両
本
山
い
ず
れ

か
で
転
衣
の
儀
式
を
行
い
ま
す
。
そ
の
上
で
本
山
か
ら
の
推
薦
状
を
も
ら
っ
て
京
都
の
道
正
庵
に
赴
き
、
そ
こ
で
の
手
続
き
を
経
て
寺
社

伝
奏
勧
修
寺
家
に
行
き
辞
令
を
貰
い
、
京
都
の
衣
屋
海
老
屋
長
左
衛
門
で
色
衣
を
購
入
し
、
こ
れ
ま
で
の
黒
衣
か
ら
色
衣
を
着
用
す
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
色
衣
の
色
は
紫
衣
と
黄
衣
は
着
用
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
の
他
の
色
は
ど
れ
で
も
よ
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
何
故
転
衣
事
件
が
起
こ
っ
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
近
世
に
は
両
本
山
と
も
転
衣
は
金
五
両
で
与
え
て
い
ま
す
。
近
世
初
期

に
は
両
本
山
と
も
に
毎
年
約
百
人
で
、
金
五
百
両
の
収
入
を
得
、
近
世
中
期
以
降
は
両
本
山
と
も
約
二
百
人
で
金
千
両
の
収
入
を
得
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
両
本
山
の
経
常
経
費
の
約
八
割
を
占
め
る
金
額
で
す
。
そ
の
た
め
転
衣
の
人
数
を
い
か
に
増
や
す
か
が
両
本
山
に
と
っ
て

は
大
き
な
問
題
で
し
た
。

　
　
總
持
寺
幕
府
に
上
訴
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寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
總
持
寺
は
永
平
寺
と
大
中
寺
を
「
謀
書
・
謀
判
の
科
」
で
幕
府
に
訴
え
て
い
ま
す
。
こ
の
間
の
事
情
を
幕
府

側
の
史
料
で
あ
る
『
本
光
国
師
日
記
」（
金
地
院
崇
伝
の
日
記
）
で
み
て
み
ま
す
と
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
三
月
十
一
日
の
条
に
、

十
一
日
、
土
井
大
炊
頭
殿
・
酒
井
讃
岐
侯
よ
り
連
署
来
る
、
案
に
あ
り
、
永
平
寺
・
總
持
寺
出
入
り
に
つ
い
て
、
明
朝
使
僧
中
へ
あ
い

尋
ね
候
儀
御
座
候
間
、
こ
れ
に
よ
り
酒
井
雅
楽
に
て
寄
合
い
申
候
、
し
か
ら
ば
貴
院
も
御
聞
き
候
様
に
と
の
御
事
に
御
座
候
間
、
そ
の

心
得
候
て
お
出
で
な
ら
る
べ
く
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
讃
岐
守
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
土
井
大
炊
頭
在
判

　
　
国
師
様
侍
者
御
中

（『
本
光
国
師
日
記
』
第
四
）

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
簡
は
老
中
酒
井
讃
岐
守
忠
勝
と
老
中
土
井
大
炊
頭
利
勝
の
両
名
よ
り
金
地
院
崇
伝
に
宛
て
た
も
の
で
す
。
そ
の
趣

旨
は
三
月
十
二
日
朝
、
老
中
酒
井
雅
楽
頭
忠
世
の
役
宅
に
お
い
て
永
平
寺
・
總
持
寺
の
出
入
り
（
争
論
）
に
つ
い
て
、
両
本
山
の
役
僧
に

問
い
た
だ
す
会
合
を
持
ち
た
い
の
で
元
和
元
年
の
両
本
山
へ
の
寺
院
法
度
の
起
草
者
で
も
あ
り
、
寺
社
行
政
に
詳
し
い
金
地
院
崇
伝
に
も

是
非
出
席
し
て
ほ
し
い
と
要
請
し
て
い
る
様
子
が
伺
え
ま
す
。

　
そ
の
後
『
本
光
国
師
日
記
』
に
は
四
月
二
日
の
条
に
も
老
中
酒
井
雅
楽
頭
忠
世
宅
に
お
い
て
寄
合
い
が
あ
り
、
そ
の
席
に
金
地
院
崇
伝

が
参
加
し
て
永
平
寺
と
總
持
寺
を
呼
び
出
し
て
問
い
た
だ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
と
に
か
く
転
衣
争
論
の
決
断
は
老
中
の
判
断

に
任
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
老
中
の
裁
断
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老
中
の
裁
断
が
く
だ
さ
れ
た
の
は
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
六
月
二
十
二
日
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
間
の
様
子
を
寛
永
六
年
『
能
州
公

用
留
』（
大
本
山
總
持
寺
祖
院
文
書
）
に
み
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
總
持
寺
五
院
か
ら
金
沢
城
下
天
徳
院
・
宝
円
寺
に
、
七
月
十
八
日
付
け

で
出
し
た
書
簡
の
写
し
で
す
が
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
永
平
寺
・
当
寺
（
總
持
寺
）
の
出
入
り
の
儀
六
月
二
十
二
日
御
上
意
を
以
っ
て
、
永
平
寺
祚
天
和
尚
伊
勢
へ
流
罪
、
大
中
寺

松
薫
長
老
は
越
後
に
流
罪
、
泉
虎
・
玄
達
両
僧
も
同
罪
に
仰
せ
付
け
ら
れ
候
、
向
後
扶
桑
国
中
（
日
本
国
中
）
僧
録
相
決
め
候
て
堅
く

御
朱
印
之
旨
を
相
守
り
、
峨
山
門
下
は
先
規
の
如
く
堅
く
制
法
の
旨
た
る
べ
し
、
御
上
意
を
以
っ
て
、
土
井
大
炊
頭
殿
・
酒
井
雅
楽
殿

仰
せ
渡
さ
れ
落
着
し
候
、
こ
れ
は
中
納
言
殿
（
加
賀
藩
主
前
田
利
常
）
の
御
威
光
を
も
っ
て
貴
寺
の
取
持
ち
の
程
五
院
一
山
悦
び
入
り

候
（
中
略
）
僧
録
定
の
儀
は
よ
く
よ
く
御
分
別
頼
み
入
り
候
、
ま
ず
以
っ
て
先
規
の
如
く
峨
山
門
下
の
儀
当
寺
の
指
引
き
（
指
図
を
す

る
こ
と
）
に
仰
付
け
ら
れ
こ
の
う
え
な
く
あ
り
が
た
く
悦
び
申
す
事
に
御
座
候

と
、
總
持
寺
は
今
回
の
永
平
寺
と
の
争
論
に
お
い
て
全
面
的
に
勝
利
を
得
た
こ
と
、
こ
れ
は
加
賀
藩
主
前
田
利
常
の
力
添
え
で
あ
る
こ
と

と
こ
れ
に
対
し
て
謝
辞
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
加
賀
藩
と
の
仲
介
役
に
な
っ
た
天
徳
寺
・
宝
円
寺
の
取
持
ち
に
つ
い
て
も
感
謝
し
て
い
ま

す
。
結
果
的
に
は
「
謀
書
・
謀
判
の
科
」
で
永
平
寺
祚
天
・
大
中
寺
松
薫
・
泉
虎
・
玄
達
の
流
罪
が
決
ま
っ
た
こ
と
、
峨
山
門
下
（
總
持

寺
末
寺
）
の
僧
侶
は
總
持
寺
で
転
衣
の
資
格
を
と
る
こ
と
が
従
来
ど
お
り
認
め
ら
れ
た
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
老
中
は
總
持
寺
に
対
し

て
曹
洞
宗
僧
録
寺
院
を
決
め
て
、徳
川
家
康
が
両
本
山
に
出
し
た
寺
院
法
度
の
主
旨
を
守
る
よ
う
徹
底
す
べ
く
指
示
し
た
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
書
簡
に
よ
る
と
僧
録
を
決
め
る
に
当
た
っ
て
は
天
徳
院
・
宝
円
寺
の
協
力
も
求
め
て
い
ま
す
。

　
八
月
十
三
日
ま
で
に
は
總
持
寺
が
僧
録
寺
院
を
決
め
て
い
た
よ
う
で
す
。
実
は
こ
の
日
全
国
の
僧
録
寺
院
に
対
し
て
今
回
の
永
平
寺
と

の
争
論
の
結
果
を
報
告
し
て
い
ま
す
。

こ
の
度
天
下
曹
洞
門
下
五
院
評
議
を
以
っ
て
、
定
め
置
き
申
す
趣
は
、
以
来
の
儀
は
峨
山
一
派
の
宗
派
た
る
の
仁
は
、
曹
洞
宗
に
お
い

て
転
衣
の
儀
最
も
た
る
べ
し
、
も
し
宗
派
を
乱
す
瑞
世
者
（
転
衣
者
）
こ
れ
あ
る
に
お
い
て
は
、
聞
き
出
し
次
第
に
て
擯
罰
せ
し
む
べ
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し
、（『
能
州
公
用
留
』）

と
し
、
峨
山
派
の
寺
院
は
い
ず
れ
も
転
衣
は
總
持
寺
で
と
る
よ
う
に
命
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
同
日
付
で
總
持
寺
は
「
扶
桑
国
曹
洞
宗
諸
寺

庵
法
度
之
事
」
を
全
国
の
末
寺
に
出
し
て
い
ま
す
。

　
總
持
寺
は
こ
の
時
期
全
国
に
僧
録
寺
院
を
五
十
六
ヵ
寺
設
置
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
僧
録
寺
院
は
全
て
總
持
寺
末
寺
で
す
。
永
平
寺

末
寺
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
曹
洞
宗
の
近
世
的
寺
院
の
成
立
は
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
島
原
城
が
落
城
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の

た
め
寺
請
制
度
が
実
施
さ
れ
た
あ
と
続
々
と
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
新
寺
建
立
の
手
続
き
は
、
中
本
寺
の
許
可
を
経
て
僧
録
寺
院
に
町
村
役

人
が
申
請
し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
全
国
の
僧
録
寺
院
が
全
て
峨
山
派
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
段
階
で
成
立
し
た
曹
洞
宗
寺
院
の
多
く
は

当
然
の
こ
と
な
が
ら
總
持
寺
末
寺
（
峨
山
派
）
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
近
世
的
寺
院
の
成
立

　
寛
永
段
階
に
お
い
て
多
く
の
曹
洞
宗
寺
院
が
成
立
し
、
そ
の
多
く
が
峨
山
派
寺
院
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
理
由
は
僧
録
寺
院
五
十
六
ヵ
寺

全
て
が
峨
山
派
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。
近
世
寺
院
の
成
立
の
第
二
の
段
階
は
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
〜
七
二
）
で
す
。

　
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
幕
府
は
全
国
の
大
名
に
対
し
て
、
宗
門
奉
行
（
寺
社
奉
行
）
を
領
内
に
設
置
し
て
一
段
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
取

り
締
ま
り
を
強
化
す
る
よ
う
命
じ
ま
し
た
。そ
の
た
め
に
は
町
村
単
位
で
寺
の
住
職
に
対
し
て
庶
民
の
個
人
単
位
の
寺
請
証
文
の
作
成
と
、

町
村
単
位
の
宗
旨
人
別
改
帳
（
戸
籍
）
の
個
人
名
の
上
へ
の
押
印
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
応
じ
て
翌
五
年
に
は
各
大
名
領
に
宗
門
奉
行
が
新
設
さ
れ
、
個
人
単
位
の
寺
請
証
文
の
作
成
と
、
そ
れ
を
集
約
し
た
町
村
単
位

の
宗
旨
人
別
改
帳
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
期
、
全
国
に
約
六
万
四
千
ヵ
町
村
が
あ
り
ま
し
た
の
に
、
そ
れ
に
対
応
で
き

る
寺
院
数
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
仏
教
各
宗
派
と
も
続
々
と
新
し
い
寺
を
創
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
堂
や
庵
に
僧
侶
を
定

住
さ
せ
、
寺
院
に
昇
格
さ
せ
て
い
く
動
き
が
出
て
き
ま
し
た
。
近
世
に
作
成
さ
れ
た
全
国
各
地
の
地
誌
や
寺
院
明
細
帳
を
み
ま
す
と
寛
文

9
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年
間
に
創
立
さ
れ
た
寺
が
か
な
り
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
曹
洞
宗
に
お
い
て
も
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
の
僧
録
決
定
以
降
も
僧
録
寺
院
を
続
々
と
増
加
さ
せ
て
い
ま
す
。
数
多
く
出
来
た
新
し

い
寺
院
を
統
制
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
、
大
名
た
ち
は
領
内
の
仏
教
各
宗
派
の
有
力
寺
院
を
領
内
の
触
頭
寺
院
と
し

て
い
ま
す
。
大
本
山
永
平
寺
に
残
る
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
の
曹
洞
宗
僧
録
寺
院
書
上
に
よ
る
と
、
寛
永
六
年
以
降
こ
の
時
期
ま
で
新

た
に
作
ら
れ
た
僧
録
寺
院
は
百
七
ヵ
寺
に
及
び
ま
す
。
こ
れ
ら
の
寺
院
の
中
に
は
、
各
大
名
領
で
曹
洞
宗
の
触
頭
と
さ
れ
た
寺
院
が
数
多

く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
新
た
に
成
立
し
た
僧
録
寺
院
百
七
ヵ
寺
の
中
で
も
圧
倒
的
に
峨
山
派
の
寺
院
が
多
く
、
永
平
寺
派
の
寺
院
は
八
ヵ
寺
の
み
で
、
全
体
の

七
・
五
%
に
過
ぎ
ま
せ
ん

　
一
方
、『
曹
洞
宗
寺
院
本
末
帳
』で
峨
山
派
の
寺
院
数
を
み
て
み
ま
す
と
、延
享
四
年（
一
七
四
七
）は
総
寺
院
数
一
万
七
千
五
百
六
十
七
ヵ

寺
の
内
、
約
九
二
%
が
峨
山
派
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
総
寺
院
数
一
万
八
千
七
百
六
十
九
ヵ
寺
の
内
、
約
九
五
%
、
文
化
二
年

（
一
八
〇
五
）
総
寺
院
数
一
万
七
千
七
百
八
十
三
ヵ
寺
の
内
約
九
五
%
と
、
何
れ
も
圧
倒
的
に
峨
山
派
の
末
寺
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

　
峨
山
禅
師
の
優
秀
な
弟
子
五
哲
や
二
十
五
哲
と
い
わ
れ
た
人
び
と
が
活
躍
し
た
時
代
を
曹
洞
宗
の
点
的
存
在
と
す
れ
ば
、
そ
の
弟
子
た

ち
が
全
国
に
分
散
し
て
行
き
、
そ
こ
を
拠
点
と
し
て
更
に
そ
の
弟
子
た
ち
を
養
成
し
て
い
っ
た
段
階
で
曹
洞
宗
は
そ
れ
が
線
に
な
り
、
さ

ら
に
近
世
に
な
り
寛
永
以
降
作
ら
れ
た
僧
録
を
軸
と
し
て
展
開
し
、
末
寺
が
増
加
し
て
い
っ
た
段
階
を
面
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来

る
と
思
い
ま
す
。
近
世
は
峨
山
派
を
中
心
と
す
る
曹
洞
宗
が
大
教
団
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
段
階
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
思

い
ま
す
。
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